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令和４年度区外施設定期監査の結果に関する報告  

 

第１ 監査の概要 

目黒区監査委員監査基準に準拠して行った監査の内容は以下のとおりである。 

 

１ 監査の種類 

 区外施設定期監査 

 

２ 監査実施日 

令和４年７月１１日（月）  

 

３ 監査の対象施設 

目黒区立八ヶ岳林間学園 

 

４ 監査対象部局 

  教育委員会 

 

５ 監査の内容及び主な着眼点 

     区外施設定期監査は、地方自治法第１９９条第４項の規定の趣旨に基づき、以下

の項目を踏まえて実施した。 

 (１) 施設の管理及び運営は適切に行われているか。 

 (２) 財産・物品の管理は適切に行われているか。  

  

６ 監査の方法 

目黒区立八ヶ岳林間学園において、監査委員による説明聴取等の方法により実施

した。 

  

第２ 監査の結果 

１ 指摘事項 

施設の管理及び運営等はおおむね適切に行われており、指摘する事項は特に認

められなかった。 

 

２ 意見・要望事項 

自然宿泊体験教室事業及び一般利用等について、改善等に向けて検討すべき事

項が見受けられたので、次のとおり意見・要望を述べる。なお、「新型コロナウイ 

ルス感染症」を特定した記述については、「コロナ」と表記する。  

（１）自然宿泊体験教室事業について 

     目黒区立林間学園条例にあるとおり、児童・生徒等の健康教育及び学習指導

の充実並びに異なった環境における生活体験の豊富な修得を図るため、事業が

展開されている。  
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自然宿泊体験教室に係る小学校及び中学校の児童・生徒の参加人数は、前回 

定期監査を実施した２９年度以降について、２９年度２,２８３人、３０年度

２,３５０人、元年度２,４７０人、２年度はコロナの影響により中止、３年度

２３９人（コロナの影響で中止部分あり）であった。また、部活動合宿やイン

グリッシュキャンプの利用では、２９年度１３２人、３０年度１２７人、元年

度１０８人、２年度及び３年度は実績無しであった。 

     これら実績のとおり、元年度以前では、参加人数として大きな変化はなかっ 

た。しかし、コロナへの対応策が一定とれるようになってきた３年度において

は自然宿泊体験の事業に関して、日程の縮小、民間宿泊施設の利用、あるいは

日帰り実施とするなど、多様な形態になっていた。コロナへの対応を契機に実

施形態も多様にならざるを得なかったが、代替策を含めて、実績の効果を検証

していくとのことである。 

 なお、コロナの中での事業実施は、状況変化に応じるものとなるため、取り

得る手法等を適宜に判断する必要もある。その中で、教育委員会事務局関係所

管課、学校、施設の管理運営関係者が密に連携し、参加する児童・生徒の状況

変化などを把握しながら、効果を高めるよう努められたい。 

     また、八ケ岳林間学園では、部活動合宿やイングリッシュキャンプでの利用

実績もあることから、当該施設の活用方策として、これら二つの利用形態をど

のように位置付けしていけるのかを、上記の検証と合わせて検討の視野に入れ

ても良いのではないかとも思われる。  

民間宿泊施設の活用も含めて、効率的かつ効果的な事業展開の手法等につい

て検討に努められたい。そのためにも、今般の様々な取組事例が有効に検証さ

れることを期待したい。  

  

(２) 一般利用について 

一般利用については、２９年度は、利用可能日２３４日間（工事に伴う臨時休

園を除く）で延べ１３３人利用、３０年度は、利用可能日２７６日間で延べ１５

１人利用、元年度は、利用可能日２１７日間（コロナや工事に伴う臨時休園を除

く）で延べ１９９人、２年度は、利用可能日１５２日間（コロナや工事に伴う臨

時休園を除く）で延べ７８人、３年度は、利用可能日５６日間（コロナや工事に

伴う臨時休園を除く）で延べ８人であった。  

一般利用については、区内の青少年の健全育成を目的とする団体の利用、区民

がレクリエーションで利用する場合等としており、炊事は利用者が自ら対処する

こととなる。多様に存在する民間施設の利用実態がある中で、現状での利用条件

がどのように受け止められているのかについても検証を要するところである。  

学園全体として、日々の施設の運営管理に係る業務委託のほか、建物の維持管

理のための老朽化等に伴う工事費を含めて、一定の経費を要している。これらの

ことを踏まえ、一般利用に係る何らかの工夫について検討に努められたい。  

 

(３) 施設管理について 
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     ア 利用人数の多い時や少ない時があり、また、寒冷時期もあり、各部屋の利用

は一律ではない。室内の換気の確保が不十分な時期が続くと湿り気のある空気

が籠もり、カビの発生にもつながりやすい状況がある。そのため、日常的に各

部屋の換気を行うとともに、施設に隣接している樹木の伐採や剪定にも配慮し

ていることがうかがえた。今後も、こまめな対応に努められたい。  

   イ  前回の監査実施以降、２９年度に機械室保温剤取替工事、元年度に風呂ろ過

装置改修工事、２年度に館内照明ＬＥＤ化更新工事、３年度に受変電設備更新

工事が実施されるなど、施設の改善等に努めてきた。引き続き施設の適切な維

持管理に努められたい。  

 

以       上 


